
補償の全部をしない裁定をした被疑者補横事件統計表

令和2年分

全国集計

1規程第4条第1号又は同条2号に係る立件画裁定結果
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※被疑者補償規程

第4条の3次の場合には補償の一部又は全部をしないことができる。

（1）本人の行為が刑法第39条又は第41条に規定する事由によって罪とならない場合
(2)本人が,捜査又は審判を誤らせる目的で,虚偽の自白をし,その他有罪の証拠を作ることにより,抑留又は拘禁され
るに至ったと認められる場合

（3）抑留又は拘禁の期間中に捜査(少年法の規定による審判を含む｡)が行われた他の事実につき犯罪が成立する場合
（4）本人があらかじめ補償を受けることを辞退する旨の意向を示している場合その他特別の事情が認められる場合



補償の全部をしない裁定をした被疑者補償事件統計表

令和2年分

全国集計

2規程第4条第3号に係る立件･裁定結果
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※被疑者補償規程

第2条検察官は被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき’公訴を提起しない処分があった場合において,その者が
罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるときは,抑留又は拘禁による補償をするものとする。

第4条の3次の場合には,補償の一部又は全部をしないことができる。

（1）本人の行為が刑法第39条又は第41条に規定する事由によって罪とならない場合

(2)本人が.捜査又は審判を誤らせる目的で,虚偽の自白をし,その他有罪の証拠を作ることにより,抑留又は拘禁され
るに至ったと認められる場合

(8)抑留又は拘禁の期間中に捜査(少年法の規定による審判を含む｡)が行われた他の事実につき犯罪が成立する場合
(4)本人があらかじめ補償を受けることを辞退する旨の意向を示している場合その他特別の事情が認められる場合
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